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◎本計画における「空き家・空き家等」と「空家・空家等」の使い分けについて 

○空き家・空き家等 

一般的に用語として用いる場合等 

に使用する。 

例）一般的にある空き家、空き家バンクなど 

○空家・空家等 

空家等対策特別措置法及び雫石町空家等の適正な管理に関する条例に定義されているものとして用 

いる際に使用する。 

例）空家等対策計画、空家等対策協議会、特定空家等など 
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第１章 空家等対策計画の趣旨 

１  背景 

 近年、少子高齢化による人口減少や相続問題等により空家等が増加して

いる。適切な管理が行われていない空家等は、防災・防犯・安全・環境・

景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしている。 

 国はこの空家問題の抜本的な解決策として平成 27 年 5 月 26 日に

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「法」という。）を完

全施行し、また岩手県は、この法施行後、平成 28 年 8 月に岩手県空家

等対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設立し、県、県内市町村

及び関係団体が一体となって空家等の対策を総合的に推進していくことと

した。 

 雫石町においても、平成 27 年に空家調査を実施。平成 24 年 4 月か

ら空き家バンクの運営を開始。平成 30 年３月６日に「雫石町空家等の適

切な管理に関する条例」、同年４月に「雫石町空家等対策計画」（以下、

「空家等対策計画」という。）を策定し、地域住民関係機関、学識経験者

や民間機関などまちづくりに関わる人々が連携して本町空家等対策に取り

組んできた。今回、「空家等対策計画」の計画期間の満了に伴い改訂する

ものである。 

 

２ 計画の位置づけ 

 この「空家等対策計画」は、法第 6 条第１項の規定に基づき、国が定

めた基本指針に即して町が行う必要な空家対策を総合的かつ計画的に実施

するために策定するものであり、本町空家等対策の基礎となるものであ

る。 

 なお、計画の推進にあたっては、「第三次雫石町総合計画」など上位計

画等に定めている空家関連施策との整合性を図るものとする。 
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第２章 人口と空家等の状況 

１ 雫石町の人口、世帯数等の状況 
（１）人口、世帯数の状況 

 総数 男性 女性 

雫石町の総人口 15,731 7,705 8,226 

H27→Ｒ2 人口増減率（％） -7.4   

世帯数 5,412   

H27→Ｒ2 世帯増減率（％） -1.74   

（国勢調査） 

平成 27 年と令和 2 年の人口及び世帯数の増減率から確実に人口減少

が進んでおり、次ページ以降で示すように今後も人口減少は進むと予想さ

れている。 
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（２）人口の推移と将来推計 

 2000 年にかけてゆるやかに増加していたが、2000 年をピークに減

少が続いてる。 

 今後も人口減少が続き、2045 年には 10,000 人を割り込むと推計さ

れてる。 

 

 

※2020 年までは国勢調査、2025 年以降は社人研推計準拠値（平成 30 年推計）に

よる 

（３）年齢３区分別人口比率 

 65 歳以上の老年人口比率は年々増加しており、2005 年に 25％を超

え、2025 年には 40％以上に達すると見込まれ、その後も同程度で推移

すると考えられる。 
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 生産年齢人口（15～64 歳）は、1995 年以降急速に減少が進み、

2030 年には 50％を割り込むと見込まれている。 

15 歳未満の年少人口の比率は、総人口減少の影響で、2025 年以降は

ほぼ横ばいになると見込まれている。 

  

 

※2020 年までは国勢調査、2025 年以降は社人研推計準拠値（平成 30 年推計）に

よる。 
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２ 雫石町の空家等の状況 
 平成 27 年度に町内で空家と考えられる建築物の現況を確認し、利活用

の可能性、周辺環境への影響を判断するための基礎データの収集のために

町内全域を調査区域として、①平成 25 年度実施の行政区長アンケートで

リストアップされた物件、②過去 1 年以上水道が閉栓されている物件、

③その他各種パトロールでの発見や通報等により空家と考えられる物件を

調査対象物件として調査実施。 

 調査方法は目視での外観調査とし、判定基準については国のガイドライ

ンを基準として、客観性確保のため 2 名以上での調査を行った。 

 結果として調査対象物件 301 件のうち 192 件を空家と判定し空家台

帳を作成、データベース化。 

 その後、概ね５年毎に調査を実施することとしていたが、変動する空家

の状態を継続的に把握し必要な対応を行うことを目的に、町内４区域に分

けて令和２年度から１区域ずつ調査を実施している。 

 令和２年度：御所地区、令和３年度： 西山地区 

令和４年度：御明神地区、令和５年度：雫石地区（予定） 

 

３ 雫石町の空家等の課題 
 調査結果から、空家は町内全域に点在しており全町的な対応が必要であ

ること、経済的理由や地域的事情、相続登記が適正に行われないまま放置

されている空家が多数あることなど、課題が多くあり総合的かつ計画的な

対応が必要である。 
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★雫石町空家実態調査 

【空き家判定・地区別分布状況】 

・空き家分布状況としては、平成 27 年度調査では雫石地区の割合が多か

ったが、現在は町内全域に空き家が分布している。 

 空き家 対象外 
（更地・活用済） 

判断困難 合計 備考 

御所地区 42（42） 38（12） ６（ 4 ） 86（58） R2 調査 

西山地区 62（45） 32（17） ５（ 4 ） 99（66） R3 
御明神地区 56（26） ７（14） １（ 3 ） 64（43） R4 

雫石地区 （79） （51） （ 4 ） （134） R5 予定 

合 計  

（192 ） 

 

（94） 

 

（15） 

 

（301） 

参考 

※（ ）平成 27 年度調査結果 
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【不良・活用レベル判定】 

・再生後利活用可能判断及び危険と判定した物件が町内全域にあることか

ら対応が必要である。 

状態 

区域 良好 利活用可能 

再生後 

利活用判

断 

危険 合計 備考 

御所地区 13（14） 18（18） 6（ 4） 5（ 6） 42（42） R2 調査 

西山地区 16（27） 29（13） 13（ 4） 4（ 1） 63（45） R3 

御明神地区 14（  9） 21（  8） 16（ 8） 5（ 1） 56（26） R4 

雫石地区   （45）   （24）    （  5）  （  5）     （79） H27 

合 計     （95）     （63）    （21）  （13）    （192） 参考値 

※（ ）平成 27 年度調査結果 
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第３章 空家等対策における施策 

１ 対策に関する基本的な方針 

（１）所有者等の意識の涵養 

 空家等がもたらす問題は、第一義的には所有者等が自らの責任により  

的確に対応することが前提である。所有者等に対して空家等の適正な管

理や利活用の意識付けを行うことが重要であり、また、相続、転勤など

により、全ての人が空家等の所有者等となる可能性があることを知らし

めることも重要である。このため、広く所有者等に対し啓発を行い、空

家等問題に関する意識の涵養を行う。 

 

（２）地域住民・民間事業者と連携した対策の取り組み 

 空家等の問題は、地域の生活環境に与える影響が大きいことから、地

域の問題としてとらえ、地域住民の参加のもと民間事業者と連携を図

り、空家等の適切な管理や利活用を推進し、安心・安全に暮らせるまち

づくりを目指す。 

 

（３）特定空家等に対する取り組み 

 特定空家等は、倒壊、火災の危険性や雑草の繁茂、害虫の繁殖など地

域住民の生活環境に悪影響を与えることもあることから、計画により優

先的に取り組んでいく。 

 

（４）住民からの相談に対する取り組み 

 空家等の所有者等に対し、空家等対策の情報提供を行うとともに所有

者等からの空家等の利活用や維持管理、除却等の相談に迅速かつ的確に

対応するために地域の専門家と連携した相談体制を構築する。 
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２ 計画期間 

 空家等対策計画の計画期間は、令和 5 年４月から令和 10 年３月まで

の５年間とし、社会情勢の変化等必要に応じて見直していくものとす

る。 

 

３ 対象地区 

 空家等対策計画の対象地区は雫石町内全域とする。 

 また、空家件数が多く、町内中心部の住環境に影響を及ぼしている雫石

地区については、優先的に対策を進める必要があることから、重点対象地

区とする。 
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４ 対象とする空家等の種類 

 空家等対策計画の対象とする空家等の種類は、法第２条第１項に規定さ

れた「空家等」のうち一戸建ての住宅及び併用住宅及び法第２条第２項に

規定された「特定空家等」とし、活用促進の観点からその跡地（空地）に

ついても対象とする。 

また、特定空家等については、必要に応じて住宅以外の建築物等にも効

果的な空家等対策を講じることとする。 

 

  

【抜粋】 

法第２条第１項 

○ 空家等 

建築物⼜はこれに付属する⼯作物であって居住その他の使⽤がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（⽴
木その他の土地に定着するものを含む。）をいう。ただし、国⼜は地⽅公共団体が所有し、⼜は管理するものを除く。 

法第２条第２項 

○ 特定空家等 

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が⾏われないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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５ 空家等の調査 

（１）空家等調査方法 

 住民票、水道の使用量、建築物への人の出入り状況、周辺住民からの

ヒアリングなどにより空家等を特定する。 

 特定した空家等については、登記情報、建築確認申請情報、戸籍簿情

報、固定資産税の課税情報及び近隣住民等からの情報収集等により、所

有者等を特定する。 

 

（２）実態調査 

①  空家等の所在及び当該空家等の所有者等及び空家の状態等を把握 

するため、職員又は町長が委任した建築士若しくは土地家屋調査士

等（以下「職員等」という。）により実態調査を実施する。調査

は、概ね５年毎に行ない、自治会や地域住民等と連携し、継続的な

把握と必要な補正を行う。 

②  特定した空家等の所有者等に対し、必要な情報提供やアドバイス

を実施するため、職員等の訪問等による聞き取り、アンケート等の

送付により意向確認を行う。 

 アンケート等の送付は、個別に行う他、納税通知書など定期的な

通知等を活用して行う。 

③  職員等は、特定空家等の判断に必要な調査および助言・指導する

必要がある場合等に、空家等の敷地内に立入調査を行う。 

 なお、立入調査を行う場合は、その５日前までに所有者等に対し

て文書で通知を行う。（通知が困難な場合は除く。） 

  



- 12 - 

 

（３）空家等情報のデータベース化 

空家等の調査により取得した情報及び当該空家等対策を行うにあたり

必要な情報について、データベースを整備し、地域整備課において管理

する。又、データベースの情報は関係課で共有する。 

データベース情報は以下のとおりとする。 

①  空家基本情報（所在地、建物種類、階数、構造等） 

②  現地調査情報（老朽度、周辺への影響、維持管理の状態） 

③  所有者特定情報（土地・建物所有者等の住所、連絡先等） 

④  所有者の意向調査 

⑤  利活用の促進（情報提供等の履歴） 

⑥  適切な管理の促進（助言や指導等の履歴） 

 

（４）所有者等が特定できない場合 

①  所有者等不明（相続放棄含む）の確認 

ⅰ法定相続人各人に対し相続放棄の事実について調査 

ⅱ法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者不明の 

  空家等とし、データベースに登録 

②  所有者等所在不明の確認 

所有者等確認のため送付した郵便物等が返送された場合は、送付

先の市町村に住民票の閲覧請求等の調査を行った後、なおも所在が

不明な場合には、「過失なく所有者等を確知できない」者と判断

し、データベースに登録。 
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６ 空家等の適切な管理の促進 

 個人の財産である空家等の適正な管理は、第一義的には所有者等が自ら

の責任において行うことが原則である。このことを所有者等に啓発するた

め、以下の取組みを実施し、空家等が管理不全のまま放置されることを防

止する。 

（１）所有者等の意識の涵養 

①  所有者等への啓発 

広報誌及びホームページへの適正管理に関する情報掲載、セミナ

ーの実施等を通じ、空家等の適正な管理について、所有者等への啓

発に努める。 

②  所有者等へ空家等対策に関する情報提供の内容 

  広報誌、ホームページ、納税通知などの町からの文書通知等を活

用して空家等の所有者等に対して情報提供を行う。 

・ 相談窓口 

・ 雫石町空き家バンク 

・ 空き家整理等補助金 

・ 空き家改修等補助金 

・ その他 

 

（２）相談体制の整備等 

空家等に係る問題は、多岐にわたることから相談窓口を設置し、県、

関係団体と連携した相談体制の整備を行う。 

また、関係団体と連携した相談会の実施などにより、利活用及び適正

管理に係るマッチングを図る。 

・ 登記無料相談会 

・ 成年後見制度相談会 
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・ 不動産取引相談 など 

７ 空家等及び跡地の活用の促進 

 所有者等に対して空家等の利活用を促すとともに、所有者等の意向調査

の結果を踏まえ、関係団体を活用した利活用の提案や自治会等の地域との

連携による活用などを実施する。 

（１）地域住民からの要望による活用 

 地域からの要望により、地域交流、地域活性化、福祉サービスの拠点な

ど地域貢献について利活用可能な空家等については、所有者等の意向を踏

まえ、地域住民に情報を提供する。 

 

（２）利活用可能な空家及び跡地の情報提供 

〇雫石町空き家バンクの活用 

所有者等の申請により、空き家バンクに登録し、希望者に提供す

る。 

また、空き家バンクに協力する不動産仲介業者等の関係事業団体を

増やし、協定を締結し、所有者等に対して利活用の企画・提案等を実

施する。 

なお、空地についてもその有効活用に繋げるため、同様の取組みを

行う。 

 

（３）補助金の活用促進 

空き家等対策を行うにあたり、「空き家整理等補助金」や「空き家改修

等補助金」その他国及び県の補助金を積極的に活用し、空家等の解消を推

進する。 
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（４）地域に応じた柔軟な対策の検討 

所有者等の意向を踏まえ、他の建築物との敷地の合併、菜園等への転

換、シェアハウスや農産物加工所、デイケア施設や福祉施設、地域の駐車

場など柔軟な対応を検討する。 

 

（５）関係法令等の遵守 

空家等を従前の用途以外で活用する場合は、建築基準法、都市計画法、

消防法、旅館業法等の関係法令を遵守するため、関係機関と協議を行う。 
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８ 特定空家等に対する措置等及びその他の対処 

 特定空家等は、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に悪影響を及

ぼしていることから、町長は地域住民の生命、健康、財産の保護を図り、

また、健全な生活環境の保全を図るため、必要な措置を講じる。 

 特定空家等の判断については、「特定空家判定基準」に基づき、雫石町

空家等対策協議会（以下「空家協議会」という。）で意見を求め町長が決

定する。 

 なお、特定空家等以外で悪影響を与える恐れのある空家等又は法による

指導が困難である空家等については、雫石町空家等の適切な管理に関する

条例（以下「空家条例」という。）により、応急措置等を実施する。ま

た、関係機関と連携した指導の実施を検討する。 

（１）措置の方針 

①  措置の優先 

特定空家等のうち周辺の居住者や通行者の生命、財産に対して悪

影響を及ぼすもの若しくは及ぼす恐れが高いものから優先して措置

を行うものとする。 

②  措置内容の検討 

・ 特定空家等に対する措置を行うため、職員等は必要な限度にお

いて立入調査を実施し、建築物の状況を把握する。 

・ 調査の結果に基づき、地域住民へ与えている悪影響をなくし、

かつ所有者等の負担が少ないと考えられる措置の内容を検討す

る。 

・ 措置の内容を決定するにあたり、空家協議会の意見を求めるこ

ととする。また、内容の変更を行う場合は、必要に応じて意見

を求めるものとする。 
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（２）措置の実施 

① 助言・指導 

町長は、所有者等に対し、８（１）②で検討した措置の内容を講

ずるよう助言・指導を行う。 

② 勧告 

町長は、助言・指導を行っても改善が見られない場合は、相当な

猶予期間を定めて助言・指導の内容を講ずるよう勧告を行う。 

勧告を行う場合は、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなく

なることから、税務課と十分な打ち合わせを行うとともに、所有者

等にも、その旨を通知する。 

③ 命令 

町長は、勧告を行っても必要な改善が見られない場合で、特に必

要と認めた場合は、所有者等に対して相当な猶予期限を定めて勧告

の措置を講ずるよう命じる。 

町長は命令をする場合においては、法第１４条第４項から第８項

及び第１１項から第１３項の規定に基づき、実施する。 

④ 行政代執行 

町長は、命令の措置が履行されないときや履行しても十分でない

場合等に、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の規定に基づ

き、命令の措置を所有者等に代わり行う。 

所有者等が確知できない場合は、法第１４条第１０項の規定に基

づき、実施する。 
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（３）その他の対処 

台風の接近などにより、屋根等の飛散及び倒壊等のおそれがあり、周

辺住民への影響が明らかな場合は、所有者等に連絡のうえ、応急措置を

講じる。 
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９ 空家等対策の実施体制 

（１）庁内の組織体制及び役割 

課名 役割 

地域整備課 ・空家等の調査 

・空家等の適切な管理の促進 

・措置及び対処の実施 

・空家等及び跡地の活用促進 

・空家協議会及びその他関係機関との連絡、調整 

・空き家バンクの運営 

・その他の施策全般 

環境対策室 ・地域住民の生活環境の悪化に関する所有者等への指導など 

・雑草の繁茂、害虫の繁殖等への対応 

防災課 ・災害対策及び災害時の応急措置等 

・道路交通安全確保等 

学校教育課 ・通学路の安全確保 

・その他児童及び生徒の危険防止 

税務課 ・法第１０条第１項の規定に基づいた固定資産課税台

帳等の情報を地域整備課へ提供 

・固定資産税等の住宅用地特例に対する対応 

総合福祉課 ・福祉施設等としての利活用相談 

 

（２）空家等対策協議会 

①  趣旨 

空家等対策を実施するにあたり、意見及び協議を行うため関係機関

及び有識者等による空家等対策協議会を設置する。 

②  所掌事務 

ⅰ空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議 

ⅱ空家等の適正な管理及び利活用に関する事項についての協議 

ⅲ特定空家等の措置に関する協議 
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ⅳその他空家等対策の執行に関する事項 

③ 構成 

空家等対策協議会の構成については、町長のほか、地域住民代

表、議員、学識経験者等１０名以内。 

雫石町空家等対策協議会設置要項による 

 

（３）関係機関との連携 

空家等に関する相談に適切に対応するため、関係機関、民間団体との連

携及び協力のもと空家等対策を実施する。 

〇弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士 

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続き等 

〇不動産業者、不動産鑑定士 

所有者の空家等利活用相談、空き家バンクの充実等 

〇建設業者 

空家等の解体、改修の相談及び対応等 

〇建築士 

空家等の修繕、改善、耐震診断などの技術的な対応等 

〇警察 

危険回避のための対応等 

〇消防 

災害対策、災害時の応急措置等 

〇地域コミュニティ組織 

空家等情報の提供、跡地の利活用等 
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１０ 住民等から空家等に関する相談への対応 

空家等に関する相談窓口を地域整備課内に設置し、同課職員が対応す

る。また、空家の相談は多岐にわたることから、庁内の関係課及び県協議

会、空家等対策協議会、及び関係団体と連携、相談し、対応する。対応内

容については、経過等について記録し、関係部署、機関で共有する。 

１１ その他空家等の対策の実施に関し必要な事項 

（１）計画における目標値及び達成状況の評価 

計画が終了する令和９年度までの目標として、以下を定める。また達成

状況の評価を計画期間が終了する年、又は目標を変更する場合に行う。 

・ 不良住宅等の除却を５戸行う 

・ 空家等及びその跡地の活用を１０戸行う 

成果指標 
現状値 

（H30～R4） 

目標値 

（R5～９） 

不良住宅等の除却 5 戸 ５戸 

空家等及びその跡地の活用 ２３戸 10 戸 

 

（２）地域での空家等対策の検討と情報の共有 

空家等の管理は一義的には、所有者等が適切に管理若しくは活用すべき

問題であるが、地域全体で対処方法を検討・共有することは有効であるた

め、空家協議会での検討状況や空家の情報に関し、必要に応じ広く公開す

る。 

 

（３）他法令との連携 

空家等の対策は、この法律に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災

害対策基本法、災害救助法など、それぞれの法律の目的の範囲で、適正に

管理されていない空家等についても、必要な措置等を講じることが可能な
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こともある。このため、空家等の情報について、内部部局で共有し、密に

連携を図る。 

 

（４）計画の変更 

本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度の改正、目標の達成状

況の評価等必要に応じて随時変更する。 

変更する場合は、空家等対策協議会での協議、パブリックコメント等を

行い、広く意見を求める。 
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空家等対策の推進に関する特別措置法 

     （平成２６年法律第１２７号） 
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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号） 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体

又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用

を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村

（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成

その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空

家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の

振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有

し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生

活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく

空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう

努めるものとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 
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２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策

計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空

家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活

用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同

条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しく

は第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処

に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
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３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関

し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

めの協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市

町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他

の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に

関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提

供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めな

ければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査

を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度におい

て、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査を

させることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められ

る場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等

にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが

困難であるときは、この限りでない。 
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４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有す

る情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律

の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以

外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされている

もののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののた

めに利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所

有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、こ

の法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものと

する。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関

し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売

し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及

ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにお

いて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握

するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの

者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
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第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を

行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関す

る情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとす

る。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除

却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そ

のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除

く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定

空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対

し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の

保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に

対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることがで

きる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措

置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書

の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者

又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければなら

ない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村

長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求すること

ができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三

項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴

取を行わなければならない。 
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７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定

によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前ま

でに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有

利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を

命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行し

ても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年

法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第

三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項

の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができない

ため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町

村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又

はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しな

ければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その

他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならな

い。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することがで

きる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒

み、又は妨げてはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）

第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実

施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国

土交通省令・総務省令で定める。 
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（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用

に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものと

する。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画

に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の

措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以

下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円

以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の

規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

〔平成二七年二月政令五〇号により、本文に係る部分は、平成二七・二・二

六から、ただし書に係る部分は、平成二七・五・二六から施行〕 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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雫石町空家等の適切な管理に関する条例 
     （雫石町条例第３号） 
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雫石町空家等の適切な管理に関する条例（雫石町条例第３号） 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等の適切な管理について町及び所有者等の責務を明らかに

するとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。

以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項

を定めることにより、生活環境の保全並びに防災及び防犯に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有

し、又は管理するものを除く。 

２ この条例において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生

活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 

（町の責務） 

第３条 町は、第１条の目的を達成するため、空家等対策計画を策定しなければなら

ない。 

２ 町は、前項の規定による計画の実施のために必要な体制を整備しなければならな

い。 

（所有者等の責務） 
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第４条 空家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が特定空家等になら

ないよう適切にこれを管理しなければならない。 

（町民の協力） 

第５条 町民は、第３条第１項の規定による施策の策定及び実施に協力するよう努め

るものとする。 

２ 町民は、空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは、町にその

情報を提供するよう努めるものとする。 

（公表） 

第６条 町長は、当該特定空家等の所有者等が法第14条第３項の規定による命令に従

わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

 (１) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事業

所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 (２) 当該命令の対象となった特定空家等の所在地 

 (３) 当該命令の内容 

 (４) その他町長が必要と認める事項 

２ 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対

象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（応急措置） 

第７条 町長は、空家等（その敷地を除く。）の老朽化等により人の生命、身体又は

財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危

険な状態を回避するため、必要な最低限の措置を講ずることができる。 
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２ 町長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収

することができる。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。 

（支援） 

第８条 町長は、空家等の適切な管理が促進されるよう、空家等の所有者等に対し、

必要な支援を行うことができる。 

（専門的知識を有する者からの意見聴取） 

第９条 町長は、第６条の規定による公表又は法第14条の規定による命令若しくは代

執行をしようとするときは、当該特定空家等の状態について専門的な見地から客観

的に判断するため、法第７条第１項の規定に基づき設置する協議会の委員の意見を

聴くものとする。 

２ 町長は、前項に規定する場合のほか、空家等の適切な管理の促進のため必要があ

ると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 

（関係機関との連携） 

第10条 町長は、第１条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空家

等の存する区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることがで

きる。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、空家等の管理及びこの条例の施行に関し必要

な事項は町長が定める。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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雫石町空家対策協議会設置要綱 
     （平成 29 年４月 28 日告示第 68 号） 
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雫石町空家等対策協議会設置要綱（平成 29 年４月 28 日告示第 68 号） 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下

「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、雫石町空家等対策協議会（以下

「協議会」という。）を置く。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

(２) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

(３) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関

すること。 

(４) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

(５) その他協議会において必要と認められる事項 

（組織） 

第４条 協議会は、町長のほか、別表に掲げる所属・団体等から推薦され、町長が委

嘱した委員をもって組織する。 

２ 委員の定数は、10人以内とする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を各１人置き、委員の互選によってこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、町長が招集する。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同

数のときは会長の決するところによる。 

４ 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めること

ができる。 

（謝金） 

第７条 町長は、会議を開催したときは、予算の範囲内において委員に謝金を支払う

ものとする。 

（守秘義務） 

第８条 協議会の委員は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、地域整備課において処理する。 

（その他） 
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第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

附 則 

この告示は、平成29年５月１日から施行する。 

 

 

 

別表（第４条関係） 

所属・団体等 

まちづくりパートナー 

雫石町議会議員 

盛岡地方法務局 

一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会 

一般社団法人岩手県建築士会盛岡支部雫石分会 

地域コミュニティ組織連絡協議会 

岩手県内大学関係 

盛岡広域振興局 土木部 建築指導課 

町長が必要と認める者 

 

 


